
　　　　　　　　

話し合うこと 家族の決定事項

■一時避難場所の確認

避難場所 　　⇒班によって決まっています

■避難所の選定

　　⇒亀城小、刈谷東中、刈谷北高、織機体育センター

　　（但し、自宅で生活可能な方は自宅とします）

■一時避難場所への経路の決定

避難経路 ■避難所への経路の決定

危険な場所、箇所を考慮して決めて下さい

　　・ガソリンスタンド　・プロパンガス　・ブロック塀

　　・電柱　・電線　・看板　・ガラス　等

■高齢者、幼児の避難方法の決定

避難方法 　　　・誰が避難の手助けをするのか

　　　・どのような方法で避難させるのか

⇒車いす、乳母車、おんぶ等

■保育園～高校生が在園、在校時には学校の指示

　に従い避難させて下さい

■家族の安全確認方法の決定

安否確認方法 　　・NTT災害用伝言ダイヤル１７１

　　・地区委員、班長への聞き込み

　　・被災地でない親戚、知人を情報中継地点にする

集合場所 ■家族が安全、安心を現認する場所の決定

　　・自宅　・避難所　等

『家族で防災会議を!! 』

熊地区自主防災会
　避難誘導部

2017年（平成29年）

１２月１５日発行

【保存版】
№13

・災害時に備え、避難場所、避難経路、避難方法、安否確認方法、集合場所について家族全員　　　

　で話し合って決めておきましょう。

・家族での決め事は下表右欄に書き留めて覚えておきましょう。　　　

　　　　避難について家族全員で話しあって決めましょう


